
 
社 協 だ よ り 令和４年３月 第２３２号 

寿都町社会福祉協議会 ＴＥＬ７５－７６６６ 

 
 
 

 

 

 

対象者：概ね６５歳以上の高齢者及び障がい者で、 

食事の調理が困難な方等 

実 施：夕食とし、月曜日から土曜日までの希望する日 

（祝日も実施します） 

利用料：一食５００円 

（給食配達時に納めていただきます） 

 

 

                                              

 

 社会福祉協議会では、在宅支援として福祉用具貸出事業を実施しております。 

 貸し出しをする福祉用具については、電動ベッド・簡易ベッド・車椅子・歩

行器・シルバーカーです。 

   利⽤料は無料です。 
 

 

 

              

                                   

  
社会福祉事業費として次のから、善意のご寄附をいただきました。 

（令和４年２月） 

団 体 名 金 額 

 
公益社団法人  

南後志法人会寿都・島牧地区会 様 
１００,０００円 

 


